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　令和元年12月定例会は、11月2９日から12月1８日までの20日間の会期で開かれ、市長から提出された「令和元年
度鴻巣市一般会計補正予算（第₇号）」など３2件の議案について慎重審議し、すべての議案を原案のとおり同意・
承認・可決しました。
　最終日に、議員提出議案として１議案が上程され、原案のとおり可決しました。

１２月
定例会
１１／２９～１２／１8 審議議案審議議案

会計年度任用職員制度の新設会計年度任用職員制度の新設
公の施設の指定管理者の指定公の施設の指定管理者の指定

条例の制定

その他
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過
し
た
日
は
、
近
く
に
あ
る
「
愛
里
巣
」

で
子
ど
も
た
ち
が
過
ご
し
て
い
る
状
況
で

す
。
よ
っ
て
、
定
員
に
つ
い
て
の
検
討
が

優
先
と
い
う
こ
と
で
、
今
回
、
指
定
管
理

は
行
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

問
現
在
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
勤
務

し
て
い
る
支
援
員
の
今
後
は
。

答
子
ど
も
た
ち
に
は
継
続
し
た
支
援
、

同
じ
支
援
員
に
よ
る
支
援
が
必
要
と
考
え

て
い
ま
す
。
仕
様
書
の
中
に
は
、
引
き
続

き
勤
務
し
た
い
と
い
う
意
向
の
支
援
員
は
、

市
と
協
議
の
上
、
優
先
す
る
と
い
う
内
容

を
盛
り
込
ん
で
い
ま
す
。

問
花
久
の
里
の
指
定
管
理
者
が
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
花
と
文
化
の
ふ
る
さ
と
委
員
会
１
者

で
あ
る
理
由
は
。

答
今
回
の
更
新
に
当
た
り
、
非
公
募
で

こ
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
を
指
定
す
る
理
由
と
し

て
、
３
つ
あ
り
ま
す
。
１
つ
目
は
合
併
前

の
構
想
に
よ
り
住
民
参
加
に
よ
る
運
営
母

体
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
設
立
し
た
地
元
の
思

い
、
２
つ
目
は
地
元
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
で
あ
る

こ
と
が
国
の
補
助
金
の
採
択
条
件
で
あ
る

こ
と
、
３
つ
目
は
地
元
に
密
着
し
た
事
業

を
行
っ
た
実
績
を
評
価
し
た
こ
と
で
す
。

問
指
定
管
理
料
の
ほ
か
に
ど
の
よ
う
な

収
入
が
あ
る
の
か
。
ま
た
、
物
産
販
売
は

指
定
管
理
者
収
入
な
の
か
。

答
食
事
処
の
う
ど
ん
や
ケ
ー
キ
等
の
喫

茶
、
貸
し
館
業
務
の
収
入
が
あ
り
ま
す
。

答
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

の
期
末
手
当
に
つ
い
て
は
、
労
使
交
渉
を

踏
ま
え
て
決
定
し
て
い
き
ま
す
。

公
の
１１　　
施
設
の
指
定
管
理

者
を
指
定

問
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
指
定
管
理
に

す
る
こ
と
で
、
今
ま
で
と
の
違
い
は
。

答
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
は
、
国
の
運
営

方
針
や
本
市
の
条
例
の
も
と
運
営
し
て
お

り
、
基
本
的
な
運
営
は
全
て
一
緒
で
す
。

特
色
あ
る
事
業
と
し
て
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
子

ど
も
支
援
ホ
ー
ム
で
は
地
元
企
業
と
協
力

し
た
大
工
体
験
や
英
語
学
習
、
希
望
者
に

は
漢
字
検
定
に
向
け
た
学
習
な
ど
を
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
三
楽
で
は
所
有
す
る
バ
ス
を
利

用
し
て
ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
協
力
の
も
と
で

の
飯
ご
う
炊
さ
ん
体
験
や
地
元
の
人
た
ち

と
の
餅
つ
き
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ク
ラ
ブ

で
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

問
田
間
宮
と
馬
室
の
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
を
指
定
管
理
と
し
な
い
理
由
は
。

答
田
間
宮
に
つ
い
て
は
、
田
間
宮
放
課

後
児
童
ク
ラ
ブ
第
２
が
旧
田
間
宮
公
民
館

を
使
用
し
て
お
り
、
か
な
り
老
朽
化
が
進

ん
で
い
ま
す
。
先
に
施
設
の
老
朽
化
を
ど

う
す
る
か
を
検
討
す
べ
き
で
、
指
定
管
理

を
考
え
る
段
階
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
馬

室
に
つ
い
て
は
、
児
童
数
が
面
積
定
員
を

超
過
し
て
お
り
、
出
席
率
に
よ
り
定
員
超

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度

の
新
設

問
会
計
年
度
任
用
職
員
へ
の
移
行
に
よ

り
、
職
員
の
勤
務
条
件
が
向
上
す
る
と
の

こ
と
だ
が
、
具
体
的
な
内
容
は
。

答
現
行
の
臨
時
的
任
用
職
員
は
、
賃
金

と
通
勤
手
当
相
当
の
賃
金
を
支
給
し
て
い

ま
し
た
が
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任

用
職
員
に
は
、
勤
務
の
実
態
に
合
わ
せ
、

月
額
、日
額
、時
間
額
の
報
酬
を
支
給
し
、

地
域
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
時
間
外
勤

務
手
当
等
に
相
当
す
る
報
酬
を
支
給
す
る

ほ
か
、
通
勤
手
当
及
び
旅
費
相
当
の
費
用

弁
償
も
支
給
し
ま
す
。

問
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
に

つ
い
て
、
労
働
組
合
と
の
交
渉
は
し
た
の

か
。 会

計
年
度
任
用
職
員
と
は

　

会
計
年
度
任
用
職
員
と
は
、
関
係
法
律
の

改
正
に
よ
り
臨
時
及
び
非
常
勤
職
員
が
整
理

さ
れ
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
新
た
に
導

入
さ
れ
る
非
常
勤
職
員
制
度
で
あ
り
、
任
用

期
間
は
会
計
年
度
（
最
長
１
年
間
）
と
な
っ

て
い
ま
す
。
本
市
で
は
、
主
に
現
在
の
臨
時

的
任
用
職
員
か
ら
会
計
年
度
任
用
職
員
へ
の

移
行
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

関
係
条
例
の
改
正

　

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入
に
伴

い
、
関
係
す
る
11
の
条
例
を
改
正
す
る
も
の

で
、
主
に
給
与
関
係
、
服
務
関
係
に
つ
い
て

の
条
例
の
整
備
と
な
っ
て
い
ま
す
。



決
　
　
議

決
　
　
議

補正予算  

水
質
検
査
等
業
務
委
託

問
水
質
の
検
査
項
目
の
内
容
は
。

答
水
道
法
第
４
条
に
水
質
基
準
が
規
定

さ
れ
て
お
り
、毎
月
検
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
厚
生
労
働
省
の
通
知
で
示
さ
れ
た

水
質
管
理
目
標
設
定
項
目
も

年
１
回
実
施
し
て
い
ま
す
。

問
羽
田
空
港
で
、
水
質
の
問
題
か
ら
長

時
間
に
わ
た
り
止
水
し
た
。
本
市
も
同
様

の
こ
と
が
起
こ
る
可
能
性
は
。

答
本
市
に
お
い
て
も
受
水
槽
が
設
置
し

て
あ
る
施
設
等
は
同
様
の
リ
ス
ク
が
あ
る

と
考
え
ま
す
。

国
保
電
算
シ
ス
テ
ム
変
更

委
託
料

問
３
６
８
万
５
０
０
０
円
計
上
さ
れ
て

い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
費
用
か
。

答
次
の
２
点
の
改
修
費
用
で
す
。
１
点

目
は
、
外
国
人
の
在
留
期
間
及
び
在
留
理

由
を
情
報
集
約
シ
ス
テ
ム
に
入
力
で
き
る

よ
う
に
し
て
、
有
効
期
限
管
理
が
適
切
に

で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。
２
点
目
は
、
資

格
の
適
用
適
正
化
を
図
る
も
の
で
す
。
現

行
シ
ス
テ
ム
で
は
双
子
や
同
一
生
年
月
日

で
新
た
に
転
居
し
た
人
が
家
庭
に
い
る
場

合
の
個
人
が
特
定
で
き
な
い
た
め
、
被
保

険
者
番
号
の
後
に
２
桁
の
個
人
識
別
番
号

を
付
設
し
て
特
定
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。

　
議
員
提
出
議
案
第
３
号

　
菅
野
博
子
議
員
を
糾
弾
し
、
議
員
活
動

の
自
粛
及
び
再
発
防
止
を
求
め
る
決
議

（
原
案
可
決
）

地
場
産
セ
ン
タ
ー
等
で
の
野
菜
、
地
元
の

食
材
等
の
販
売
は
指
定
管
理
者
の
自
主
事

業
と
な
り
、
指
定
管
理
者
の
収
入
と
な
り

ま
す
。

問
現
在
、
鴻
巣
駅
東
口
第
１
駐
車
場
と

第
２
駐
車
場
で
指
定
管
理
者
が
別
々
で
あ

る
が
、
指
定
管
理
者
が
１
者
と
な
っ
た
理

由
は
。

答
駐
車
場
と
隣
接
す
る
エ
ル
ミ
こ
う
の

す
の
管
理
を
行
っ
て
い
る
１
者
に
委
託
す

る
こ
と
で
、
管
理
の
効
率
化
を
図
る
と
と

も
に
情
報
共
有
が
可
能
と
な
る
と
考
え
ま

す
。
ま
た
、
駐
車
場
の
管
理
室
が
ビ
ル
管

理
室
を
兼
ね
て
お
り
、
機
密
情
報
の
確
保

等
を
考
え
、
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
業
者
と

同
じ
業
者
に
と
い
う
判
断
に
な
り
ま
し
た
。

補正予算

結
婚
新
生
活
支
援
補
助
金

問
結
婚
支
援
事
業
に
つ
い
て
の
評
価
は
。

答
結
婚
新
生
活
支
援
補
助
金
を
き
っ
か

け
に
、
結
婚
し
て
本
市
に
住
み
た
い
と
思

う
人
も
い
ま
す
の
で
、
定
住
と
い
う
面
で

は
効
果
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

補正予算  

保
育
所
費
庶
務
事
業

問
午
睡
ベ
ッ
ド
と
収
納
用
台
車
の
整
備

内
容
は
。

答
５
カ
所
の
保
育
所
に
、
午
睡
ベ
ッ
ド

５
０
０
台
、
収
納
台
車
50
台
を
整
備
予
定

で
、
そ
の
結
果
、
公
立
保
育
所
８
カ
所
全

て
に
今
年
度
中
に
整
備
さ
れ
ま
す
。

補正予算  

橋
り
ょ
う
維
持
事
業

問
橋
梁
の
定
期
点
検
の
結
果
、
今
回
筑

波
橋
を
改
修
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の

点
検
の
判
定
基
準
と
結
果
は
。

答
昨
年
度
ま
で
の
４
年
間
で
、
長
さ
２

ｍ
以
上
の
４
９
３
か
所
の
橋
を
点
検
し
、

４
段
階
の
判
定
評
価
を
行
い
ま
し
た
。
点

検
の
結
果
、
１
判
定
は
、
橋
の
機
能
に
支

障
は
な
い
状
況
で
２
３
７
橋
、２
判
定
は
、

支
障
は
な
い
が
措
置
を
行
う
の
が
望
ま
し

い
状
況
で
２
２
３
橋
、
３

判
定
は
、
支
障
が
生
じ
る

可
能
性
が
あ
り
、
早
期
に

措
置
を
行
う
べ
き
状
況
で

３３
橋
、
４
判
定
は
、
橋
に

支
障
が
あ
り
、
緊
急
に
措

置
を
行
う
べ
き
状
況
で
、

該
当
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

問
今
回
の
補
正
で
工
事
を
行
う
筑
波
橋

は
３
判
定
で
あ
っ
た
が
、
他
の
３
判
定
の

橋
の
今
後
の
計
画
予
定
は
。

答
長
さ
10
ｍ
以
上
の
橋
で
新
し
い
橋
梁

を
除
い
た
62
橋
を
対
象
に
し
た
「
鴻
巣
市

橋
梁
長
寿
命
化
修
繕
計
画
」が
あ
り
ま
す
。

今
年
度
、
こ
の
62
橋
を
含
む
４
９
３
橋
を

対
象
に
し
た
計
画
を
策
定
中
で
す
。
３
判

定
の
橋
梁
に
つ
い
て
は
早
期
に
修
繕
の
計

画
を
立
て
て
い
き
ま
す
。

補正予算
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　菅野博子議員は、令和元年1０月₅日行田市産業文化会館ホールにて開催された行田市主
催の「新ごみ処理施設に関する説明会」において、鴻巣市議会議員の菅野博子と名乗った
うえで、「鴻巣の議会は本当に２6名中₆、₇名を除いて２０名くらいは、市長の言うことは泥
棒でも人殺しでも大賛成という議会だから、全然通りません」との発言をした。これは、
いわれのない暴言であり、許しがたい発言である。また、鴻巣市議会議員及び鴻巣市長を
侮辱するとともに、鴻巣市議会の権威と品位を著しく失墜させたと言わざるを得ず、鴻巣
市議会として、議員としての活動を行う資格はないと断ぜざるを得ない。よって、ここに
菅野博子議員を糾弾し、ただちに、議員活動を自粛するとともに再発防止を強く求める。
以上、決議する。
　令和元年1２月1８日� 鴻巣市議会

菅野博子議員を糾弾し、議員活動の自粛及び再発防止を求める決議


